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〈事務局〉
それでは、定刻より少し早いですが、欠席のご連絡をいただいている方以外の皆様はおそろいですので、ただいまから、令和７年度第３回板橋区ユニバーサルデザイン推進協議会を開会いたします。私は事務局を務めます、板橋区福祉部障がい政策課長の佐久本です。どうぞよろしくお願いいたします。
　会議に先立ちまして、八藤後会長から、一言、ご挨拶をお願いいたします。
〈会長〉　
皆さん、こんにちは。会長を仰せつかっております八藤後でございます。
　今朝は今季一番の寒さということで、皆様、体調などを崩しておりませんでしょうか。私の周りではお休みしている方もおりますので、皆様くれぐれもご自愛くださいませ。
　今回の会議は、審議事項にもございますように、板橋区ユニバーサルデザイン推進計画2035という、今後の10年の大筋を決めていくという、とても大事な審議事項なんですけれども、これに関するパブリックコメントなども出そろったようでございますので、これに関するご意見を今日は積極的にいただいて、これが最後の審議になりますので、どうか積極的にご意見を出していただければというふうに思います。
　最後に言ってもよかったんですが、私は、実は今日でこの会長職並びに委員の職を辞することになりました。
　この委員の中には、私と長くお付き合いいただいている方もいらっしゃると思います。私はいなくなりますが、引き続き、板橋区のため、皆さんのために頑張っていただけるとうれしいなというふうに思っております。では、今日もどうかよろしくお願いいたします。
〈事務局〉
ありがとうございました。
本日ですが、水村委員、堀井委員、アダムス委員、坂東委員、木村委員、村山知之委員、竹下委員は、所用によりご欠席とのご連絡をいただいております。委員18名中11名のご出席をいただいておりますので、東京都板橋区ユニバーサルデザイン推進協議会規則第３条第２項の規定により本協議会が成立しておりますことをご報告いたします。
　それでは、審議に入る前に資料の確認をいたします。
　(次第に沿って資料の確認)
　よろしいでしょうか。
　なお、次第に主な論点や目安の時間を掲載しております。これに拘束されるわけではありませんが、終了時刻は16時を予定しておりますので、議事運営の円滑な進行にご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。
　資料の確認は以上でございます。
　ここからの審議の進行は会長にお願いしたいと思いますので、会長、よろしくお願いいたします。
[bookmark: _Hlk219202816]〈会長〉　
どうもありがとうございました。では、いつもどおりですけれども、まず、本日の会議の傍聴について、事務局からご説明をお願いいたします。
[bookmark: _Hlk219203066]〈事務局〉　
本日は傍聴のご希望はございませんでした。また、議事録作成のため、審議内容を録音いたしますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。
〈会長〉　
ありがとうございました。それでは、いつものことですが、審議に入る前に、出席者の皆様へご協力いただきたいことが２点ございます。
　まず、発言をする際は、手話通訳などを必要としている方もいらっしゃいますので、なるべくゆっくりと、分かりやすい言葉でご発言いただくようにお願いいたします。
　また、ご発言の前にはお名前を名のっていただきますようにお願いいたします。これは議事録作成の上でも必要なことです。よろしくお願いします。
　それでは、次第に沿って進めてまいりたいと思います。

【報告事項】
（１）板橋区ユニバーサルデザイン推進計画2035（素案）に対するパブリックコメントについて
〈会長〉
事務局からご説明をお願いいたします。
〈事務局〉
（障がい政策課長より、資料１「板橋区ユニバーサルデザイン推進計画2035（素案）に対するパブリックコメントについて」説明）
〈会長〉　
ありがとうございました。実際に出てきたパブリックコメントと、それから、それに関する区の考え方を抜粋して説明していただきましたけれども、特にこれについて、何かご不明な点とか、あるいは区の考え方について何かございましたら、今伺ってもいいんですが、この内容をいかに、これからの審議課題であるこの2035の方にどう生かすかというのがこの後の議題にもなっていますので、そこで発言していただいても結構かと思います。
　私から、感想のようなことですけれども、この11番の避難所整備とか、災害に関する件については、障がい分野だけではなくて、男女共同参画とか、そういう色々な、いわゆるダイバーシティと言っている多様な人々への対応という中で、各自治体等で非常にホットな話題になっていると聞いておりますので、一つの重点課題になるのかなと思っております。
　それから、２ページの５番のように、おむつ交換ができる介護ベッドというのは、かなり少数の人のような気がするんですが、そう思うのは、出てこられないので、我々の目になかなか触れないという事情があって、こういうものができてくると、意外とたくさんの人がいたんだと、そういうことが今までも色々なバリアフリー環境では起こっています。なので、とても大事なことだと思います。
　１ページの３番のパンフレットについて、非常によい評価というか、というふうに私は思いましたけれども、ちょっとこれの特徴について私なりの考えを言いますと、余計な話で申し訳ないんですが、あの絵をＡＩに読み込ませて、問題点を指摘して、その理由を述べよということをしてみましたら、意外と正解率が低かったです。
　だから駄目なのかというと、そういうわけでなくて、つまりあれの中なら問題点を探すというのは非常に難しいんです。
　あるいは、問題点じゃないんだけど、人によっては問題点だと感じるところがあるということで、結果的なのかもしれませんが、これは非常に私どもにとっても色々な議論の場になるような、一見、シンプルなんですけれども、すごく奥の深い内容で、全国的にも珍しいんじゃないかなという感想を思いました。
　何か、時間がないといいながら、長々と申し訳ございません。
　ということで、どうでしょうか。よろしいでしょうか。特になければ、今日の本題の方に進んでしまって、よろしいでしょうか。
〈事務局〉
はい。
〈会長〉　
　それでは、今日のメインの議題ですけれども、次に参ります。

【審議事項】
板橋区ユニバーサルデザイン推進計画2035（案）について
〈会長〉
事務局から説明をお願いいたします。では、どうぞ。
〈委員〉　
　お聞きしたいのは幾つかあるんですけど、１つは、板橋公園のコラムです。
　ユニバーサルデザイン推進計画2035の中で、この板橋公園が入った理由が、いまいち、よく分からない。
[bookmark: _Hlk219232319]　なぜかというと、このモビリティの中で、グリーンスローモビリティの利点は書いてあって、それは私もそうだなと思っているんですけど、そのグリーンスローモビリティの利点は、炭素とか、省エネとか、そういうことだと思うんですが、それと、この我々が今直面しているユニバーサルデザインの問題と直接どう関わりがあるのかなと思いました。
　それで、もし、この板橋公園のグリーンスローモビリティの利点を出すのであれば、この中に電動キックボードや自動配送ロボットが例示されているんですけども、我々、視覚障がい者の立場から言うと、この電動キックボードは、今まで自転車だけが我々にとって脅威だったものが、これが歩道を走るようになると、自転車以上の脅威になるんですよね。
　なぜかというと、キックボードに乗っている人はご存じだと思うんですけど、結構、大きくて強いんですね。そして、位置的にもちょうど膝の下辺りに当たるという、もし当たれば、なかなか強烈なもので、今のところ、このキックボードによる事故が、板橋警察に聞いても、まだ起きていないというんですが、まだ数が少ないということもあると思うので、恐らくこれから増えてくと思っています。
　もう一つ、自動配送ロボット。これも一応人には当たらないような設計になっていると聞いて、実験に立ち会ったときは確かにそうでしたが、果たして、そのまま人混みが多い中で、実験施設で発揮したような安全性の高さが維持されるかも微妙なので、ですから、そういう視覚障がい者の脅威から言うと、このユニバーサルデザイン推進計画の中で取り上げるのだったら、今、私が申し上げたような懸念があるので、今後、発展する中で、ユニバーサルデザインの視点でどうなるかをこの板橋公園で見ることができますよとか、そういう紐づけの仕方が必要ではないかと思います。ここで板橋公園を出してきたことについて、その点がちょっと気になりました。
〈会長〉　
ありがとうございます。言われてみれば全くそのとおりで、ちょっと唐突感があったかなというふうに思いますが。
　今、ご質問とともにご意見も一緒に出していただきました。
　かなり具体的に、こうすればいいんじゃないかというご意見もいただいたんですけれども、そのご質問とご意見の両方に関してご回答いただければと思います。お願いします。
〈事務局〉　
ありがとうございます。
　この13ページの「モビリティが支える未来」というコラムで、やはり誰もが暮らしやすいまちづくりということで、板橋公園では実証実験的なところもあり、これから未来に向けてどんどん利便性を高めていく、暮らしやすさを高めていくために区として力を入れている取組ということでご紹介したいという考えの下でこちらを掲載しております。
　今、委員からご意見をいただいたとおり、安全性の確保がない中で進めるべきものではないというところでは、その辺りは確かにそのとおりですし、そのことについてのコラムでの掲載がちょっと足りなかったかなというところでは思うところでございます。コラムの表現については、ちょっと検討させてください。今のご意見を踏まえたものに追記修正をさせていただければと思っています。
　なお、板橋公園については第66回目の推進協議会でも審議事項で取り上げていただいたことがあるというところで、整備に当たっての要求水準書には、ＵＤアドバイザーからの助言によって安全性に配慮するということで明記しているということでは、そのようには動いているというところではございます。
[bookmark: _Hlk219231922]〈会長〉　
分かりました。そうすると、委員の方からご提案がありましたような、ユニバーサルデザインに関するここの公園の役割とか、そういうものは、これを入れて、この中で座りをよくするというのは承知したという、そういう回答でよろしいでしょうか。
〈事務局〉
この試み自体は、区としても先駆的な取組なので、この「モビリティが支える未来」ということで入れさせていただきたいとは思いますが、ただ、文章といたしましては、「ユニバーサルデザインに果たす役割」ということで文章の修正をさせていただきたいと思っておりますし、安全面への配慮というところでも追加させていただきたいと思っております。
〈会長〉　
今のご回答だと、そのように修正していただいたとしても、読んだ人は、具体的にユニバーサルデザインの何がここでできるのかというのは分からないので、私としては、やはり先ほど委員がご発言なさったような、少し補足というか、具体的なところまで踏み込まないと、何が書いてあるのか分からないということになるのではないかと思いました。委員、これについて、ご意見などがあればお願いします。
〈委員〉　
今、会長のおっしゃったところは私の意図を酌んでいただいているんですけど、要するに、このグリーンモビリティは、それ自体はいいので、このユニバーサルデザインの目標の中に入れる位置づけがちょっと分からないというか、何か、板橋公園の区の広報みたいになってしまっている。そうすると、一体、これは何のために載ったのかなと思って疑問を呈しているところです。
　それを解消するためには、私が申し上げたように、グリーンスローモビリティのよさとともに、こういうユニバーサルデザインの観点からも、この公園では享受することができるというふうにしてもらえればいいので。
　ですから、言葉だけではなくて、実際、この話が大きくなってしまいましたが、板橋公園のコンセプトにも関わるようなところに少し手をつけていただいて、それの結果として、私たちが今協議しているユニバーサルデザイン2035の中に入れてくれると座りがいいなと思って、私としては、板橋公園自体がそういうふうになってもらいたいということを含めての提案でございました。
〈会長〉　
事務局の方は、それでよろしいでしょうか。
〈事務局〉　
承知いたしました。
〈会長〉　
ということでございます。では次に手が上がっている委員もこの板橋公園のコラムについてですか、それとも別ですか。同じですね。ではお願いいたします。
〈委員〉　
　先ほどの意見ですけれども、私もちょっと気になっているのが、電動キックボードですね。注目されていると書いてあります。
　私は、電動キックボードは課題が多いと思っております。危険な部分もあるし、実際、問題もたくさん起きております。これを載せるのはどうかと思います。
　むしろ私としては、シェアサイクルの方がよいのではないかと思っております。簡単に借りられるところも増えておりますので、数も増えています。放置自転車の対策にもなっております。便利な部分も多いです。課題も少ない。
　そういう意味では、電動キックボードではなくて、シェアサイクルのような共有する便利なものの方がいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
〈会長〉　
ありがとうございます。電動キックボードの安全性のことと、あと、それ以外のもっと利用できるようなものがあるのではないのかというようなことですが、場合によっては、これは各論の方に当たるものもあると思いますので、もしかしたらユニバーサルデザインガイドラインの方に持っていくか、あるいは、その理念だけでも、この推進計画2035の公園の方に持っていくか、そういうご判断はあろうかと思いますが、事務局の方はいかがでしょうか。
〈事務局〉　
ご意見、ありがとうございます。先ほどいただきましたご意見も踏まえながら、このコラムについては修正をかけていきたいと考えているところです。ユニバーサルデザインとのつながりというところで、どう表現していけるかというところかと考えております。
　また、電動キックボードについて、課題が多いということではございますが、その辺りも、どう運用していくかというところもあろうかと思うので、その辺りはまた併せて整理をさせてください。
[bookmark: _Hlk219238418]〈会長〉　
いずれかにおいて、そういうことを盛り込んでいただくという、そういうご回答のようですけれども、委員、いかがでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。
〈委員〉　
はい。
〈会長〉
　では、引き続き、ご意見を伺いたいと思います。
〈委員〉　
いくつか質問と意見があります。長くなるかもしれません。
　まず１つは、言葉のことで、最初に、ユニバーサルデザインとはという説明があるんですけれども、ここに略してＵＤということもありますが、たった一言、文言をつけてもらえると、途中からＵＤチェックとかという言葉が説明がなくて入ってくるんですけど、ここの皆様はご存じだと思うんですが、一般の方が見たときに、いきなり出てくるとＵＤってなんだと思っているところがあると思います。それから、同じ言葉のことで、ＩCＴという言葉の説明も今回ちょっと私は見つけられなくて、もしかしたらどこかにあるかもしれないんですけど、付け加えてもらえたらなと思いました。
　大分、注釈が多くなって、分かりやすくなって、本当にありがたいなと思っています。ありがとうございました。
　それから、次に、ユニバーサルデザインアドバイザーについて、もう選ばれているかもしれないんですけど、毎年度１名以上とあって、このユニバーサルデザインアドバイザーになる人が、どんな人だったか、もしかしたら前にも教えてもらったかもしれないんですけど、改めてここで確認したいなと思います。
　あとは、当事者参画のしくみをつくるということで、当事者という定義を明確に掲げてありますが、色々なところで当事者参画といったときに、その場その場で、その場に即したというか、その分野の当事者団体とか、そういう複雑なパターンは起こり得るかもしれないので、そこをちゃんと明確にして、参画のしくみを考えてほしいと思います。
　例えば私は身体障がい者ですけども、私の知っていることは多くなくて、色々な障がいの人を網羅していないです。
　だから、私が言えることは、今の私の人生、私の状態で起こっていることだったり、私の知り合いから聞いたこと、または昔、障がい者運動をやっていた方で培ってきた昔の情報しかありません。
　そんなふうに、当事者と言っても人によって持っている情報が違うので、そこら辺の選び方というか、お願いの仕方を、しくみとして考えてほしいなと思いました。
　あと、もう１個、最後ですけれども、84ページの事業番号68番「外国人の防災訓練の参加促進」についてのことで、前回質問して、その後で少し変わったのかなと思いますが、今から５年間の期間で大学生に対して実践していって、そこから、地域の外国の方にどうやって広げていくのか、この場では答えは出ないかもしれないんですけど、私が気になったので、確認させてください。
〈会長〉　
これは私個人なんですが、ちょっと一部聞き取りにくいところがございまして、事務局におかれましては、ご回答において、分からないところは分からないと、もう一度、言ってくださいというふうにお願いしてもよろしいんじゃないかなというふうに思っています。いかがでしょうか。
〈事務局〉
　まず、ユニバーサルデザインのＵＤの表記についてです。
　この計画全体を通して、できるだけ「ＵＤ」という言葉を、今、現状、使っているもの以外についてはなくして、ちゃんと「ユニバーサルデザイン」と表記したいと事務局では考えています。
　ただ、ＵＤという表記も出てきているところがありますので、ＵＤという表記がユニバーサルデザインを示すというのが分かるような形で、表記したいと考えております。「はじめに」の裏ページではないかもしれないですけれども、いずれかの場所には入れる形で修正をいたします。
　次に、ＵＤアドバイザーについてのご質問をいただいたかと思います。
　ＵＤアドバイザーについて、現状ですと、冊子の15ページにございます「ユニバーサルデザインチェック」の実施において、既にＵＤアドバイザーとして学識経験者の先生にご助言をいただいているところです。
　例えば、区の施設の基本設計において、その図面であったり、そちらについて、指導、助言をいただいたり、竣工後評価などにおいても、出来上がった建物で、改善点、その検証に当たってもＵＤアドバイザーのご助言をいただいて、スパイラルアップのしくみの中で次に生かしているところでございます。
　ですので、どのような人かというご質問については、今申し上げた学識経験者の方にお願いをしているというところが回答となります。
　続きまして、当事者参画のしくみについてです。当事者といたしましては、表紙をめくった区長の挨拶の次のところに提示した「当事者とは」というところ、これをこの計画を通しての当事者として考えているところです。
　ただ、当事者といっても色々というのは確かにそのとおりではございます。ですので、例えば、本協議会は色々な当事者の方にお集まりいただいているところですので、本協議会の活用というところもございますし、当事者参画のしくみは、来年度、ユニバーサルデザインガイドラインを改定する中で、ぜひ形にしていきたい、文字にしていきたいと考えていますので、その中で検討を進めていきたいという考えでございます。
〈会長〉
ちょっとここで遮って申し訳ないんですが、ここまでのところでは、委員としてはいかがでございますか。
〈委員〉　
ユニバーサルデザインアドバイザーについては、学識経験者のみという理解でいいですか。
　私としては、板橋区内にこれだけ障がい者団体とかの団体がある中で、そういうアドバイス的なことができる方もいらっしゃるんじゃないかと思いました。こういう協議会とか、そういうところで声を聞くのも必要なんだけども、２～３人アドバイザーのところに障がいの方が参加することはどうなのかなと思っているので質問させていただいているんですけど、それは、今のところでは、やっぱり学識経験者のみでいいのでしょうか。
〈会長〉　
では、お答えください。
〈事務局〉　
　今、ユニバーサルデザインアドバイザーをやっていただいているのは大学の方で教鞭を執っていらっしゃる先生で、広く障がいへの理解を有していて、また一級建築士をお持ちの方ですので、建築に対しての知見もお持ちの先生にお願いをしております。
　アドバイザーということになってくると、やはり建築関係の知見も必要になってくるところがございますので、今は、その方おひとりにお願いしているところではございます。
〈会長〉　
遮って申し訳ないんですけれども、新築とか、大規模改修なんかで、そういうアドバイザーの人が登場するわけですが、その一方で、こういうものの企画、建設の段階で当事者が参加するという、そういうことも明記されているので、当事者と専門アドバイザーとの役割というのですか、その辺はちょっと曖昧になっていたのかもしれないのですけれども、今の委員のご発言によって、その辺のことがちょっと私の中でも明らかになってきました。当事者参画の中でアドバイザーを置く、やはり主体は当事者であるというのはここでも高らかにうたっておりますので、例えばそれを補助する役割として、専門家のアドバイザーがいるとか、これは今日議論して結論を出す必要はないんですけれども、今の委員のご発言をきっかけに、ちょっとその辺を整理してみたらいかがかなと思いますが、委員はいかがでございましょうか。
〈委員〉　
そうなんです。せっかく当事者参画のしくみを考えるとうたっているのですから、もう少し当事者の意見が言える場があった方がいいんじゃないかと思ったことと、やっぱり色々な知識を持った当事者の方もいらっしゃると思うし、もちろん学識経験者の方も色々な幅広い知識を持っていらっしゃると思うんですけれども、色々なところで当事者が参加できることを考えていただけたらと思いました。
〈会長〉　
ということで、特に補足はございませんか。よろしいですか。
　では、残りの部分をお願いします。
〈事務局〉　
　最後にいただいたご質問が、84ページの68番の外国人の防災訓練への参加促進ということで、この事業ですが、地域の外国人が地域の防災訓練にという事業ではなく、留学生が大学の防災訓練に参加しやすくするという事業となってございます。
　所管課の文化・国際交流課から情報を得ているところではございますが、なかなか外国人全般ということでの防災訓練への参加は難しい中で、まずは取り組めるところから取り組んでいこうというところでの考えがございますので、この事業を関連事業として掲載してございます。
〈委員〉　
お聞きしたいのは、さっきおっしゃったように、外国の方が地域の防災訓練に参加することは難しいけど、どうやって、参加を呼びかけることになるのかという質問です。
　それから、私が気になったのは、外国人留学生の防災訓練への参加に対する支援を具体的に書いた方がいいのかなというのは思いました。
　これだと外国の方が、全て外国の方に区として取り組むはずが、留学生の方に絞って、大学の意向に沿ってやるということの理解になっておりますので、途中で見直すときには、この大学のやり方を超えて、どうやって広めていくかということを、区として、地域の外国の方に、防災についての取組をどうやって広めていくかということの議論につなげていければいいんじゃないかなと思いました。
　その点は、この推進計画2035の後半が大事になってくると思いますので、どうやって、要は住んでいる地域の外国の方を防災の知識を伝授できるかというところにつなげていければいいんじゃないかと。
ちょっと甘い考えかもしれないんですけど、そう思いました。
〈事務局〉　
　今、ご意見をいただいたとおり、外国人の方が防災訓練に参加できる環境を推進計画2035の後半の５年のところでは、そこまで取り組んでいければいいかなとは考えます。
　ただ、現状はちょっとそこまで至っていないというのが区の状況ですので、順次、取り組んでいくというところでご了承いただきたいというところです。
〈会長〉　
私は委員のご発言でちょっと認識を新たにしたんですけれども、これは恐らく地域に住んでいる外国人の方は、もう言ってみれば、いい意味でその他大勢の中に入っているから、当然、その中で一緒に参加するというのはもう当然のことだというふうになっていて、ただ、留学生のように一時的にいる人たちというのは、割とそういう訓練とか、サービスから漏れがちなので、そこは学校の方でしっかりやってもらいたいという、そういうニュアンスがあるのかなと思いました。
　そうすると、区の他の部署との関係の話にもなりますので、それは真意を伝えていただければいいんじゃないかなと思いますが、いかがでございましょうか。
〈委員〉　
前回、私がこのことで意見を言ったのは、私が参加している自治会の防災訓練には外国の方はあまり参加されていなくて、回覧板で回ってくる情報がどのように皆さんに行くのか、私自身は回覧板で見たことで防火訓練に行っているので、参加しやすいしくみを、何か考えた方がいいのかなと思って意見を言ったんですけど。
　なので、私の方では参加している方がどれぐらいいらっしゃるのか、ちょっと分からないなという認識でいます。もし多くの方がもう知っていて、参加されているものであれば、私の認識が違うので、認識を変えようと思います。
〈会長〉　
ありがとうございます。委員としては、地域に住んでいる外国人の防災への参加が極めて芳しくないんじゃないかと、そういう現状を見てみると、多様性のある市民一般というくくりの中でも、さらに情報が行き渡っていない人たちに入るのではないかということだと思います。事務局の方からお願いします。
〈事務局〉　
所管ではありませんが、防災訓練自体の参加が、今、減ってきていてという話は聞いているところです。それは外国人に限らずというところで、その辺りは所管も課題と認識しているところかと思います。
　今いただいたご意見についても、所管の方で防災訓練そのものへの参加をどうしていこうかというのは課題として考えているところかと思いますので、今いただいた意見も併せて検討の俎上に載せてほしいとで、私たちの方から伝えたいと思います。
〈会長〉　
もしかしたら所管の方は気がついていないかもしれないので、ぜひ、今日の意見を強くお伝えいただければと思います。
それでは、お待たせしました。次の方、ご発言をお願いします。
〈委員〉　
　今、議論を伺いました、防災分野でのユニバーサルデザインに関連してなんですけれども、重点事業の48番「避難所のユニバーサルデザインの推進」ですね。
　今、外国人の方の話が出ましたけれども、例えば東日本大震災のときには視覚障がい者の方が避難所で大変苦労してきたというお話を色々なところで聞いたり、あるいはニュースで取り上げたりもしています。こういうことは、避難所運営マニュアルの中でも、なかなかそこまで踏み込んで整理されていなかったりします。
　例えば避難所運営マニュアルには、「受付」というサインを設置しましょうということで、ひな形もできているんですけれども、Ａ４で出力するぐらいの大きさだと、ちょっと目の見えづらい高齢者の方は全然見えないですし、じゃあ、それをどうするかというのは、まだ解決策もこれからだと思います。
　全盲の方は、動線を確保するということがとても重要にはなるんですけれども、避難所ではもう足の踏み場もないような状況で、そこまで踏み込んだマニュアルというのもできていないという状況で、ぜひ重点的に取り組むのであれば、当事者の方も参加するような形で、ＰＤＣＡサイクルというか、課題を見つけて、検討してというようなことで、独自に考えていく必要もあるのではないかと思いました。
　特に今回は10年計画ですから、具体的なゴールというのは、当事者の方もというような目標は設定できるかもしれませんけれども、そのプロセスは、適宜考えながら、でも、そういうところまで踏み込んで取り組んでいこうという目標を設定することはとても大事なんじゃないかなと感じました。
　すみません、私の感想というか、意見です。
　もう一つ、先ほどの板橋公園の件ですが、たしかこの板橋公園の話は、２年前の改修計画の際に、協議会でも意見募集が図られまして、私は現地の方に行って意見を出させていただきました。
　そのとき私がコメントしたのは、現在は小学校や子どもたちを中心にこの板橋公園で色々な教育的な使い方をしているということから、これを当事者あるいは高齢者の方まで広げて、例えばパーソナルモビリティだとか、電動車椅子だとか、あるいは視覚障がい者の歩行訓練のような、そういうところまで広げていくと、この板橋公園のＵＤ化につながっていくんじゃないかなという意見を出させていただきました。
　それに対して、ちょっとフィードバックがなくて、ここにコラムで入ってきたので、こういう形でまとまってしまったのかなというところで、ちょっとびっくりしたところはあります。
　先ほど、内容の書き方を検討しますというお答えでしたけれども、ぜひ、今回、設定されている重点事業に関しては、この協議会でも、途中経過ですとか、フィードバックをしていただきながら進めていくことで、最初の方に協議会で評価する、その評価を上げていくという成果指標についてお話をしていただきましたけど、そこにつながるんじゃないかなと思いました。
　あと、特に重点項目については、完了後は、ぜひ事例として公開できるような形まで持っていくことで、区民の方、地域の方々の板橋区のユニバーサルデザインの取組の評価につながっていくんじゃないかなというふうに思います。仕事が増えることでもありますけれども、ぜひそういう途中経過、それから完了後の成果報告というのをぜひ発信していただければいいなと思いました。
〈会長〉　
[bookmark: _Hlk219297304]最初に言われた内容についてなんですけれども、これはこの実施計画の中のどこかで入れてほしいとか、そういう具体的なご提案ではないということでよろしいですね。
[bookmark: _Hlk219314563]〈委員〉　
そうですね、先ほどの私からのコメントに関しては、もし差し込むことができるようであれば、少し盛り込んで書いていただけるといいんじゃないかなと思います。
　実際、私も設置マニュアルは見ているんですけれども、これは避難所を整備できたとしても、実際に当事者の方はなかなか難しいんじゃないかなと感じているところがありますので、少し一歩踏み込んで考えていただけたらいいなと思います。
〈会長〉　
ということで、２点についてご意見いただきました。それから、特にこの公園については現地でご意見をいただいたわけですね、ありがとうございました。その部分のフィードバックの必要性について、ご意見、ご質問がございました。いかがでございましょうか、事務局の方。
〈事務局〉
　まず、P81事業番号48番の「避難所のユニバーサルデザインの推進」、こちらについて、当事者の方の視点も取り入れながらという部分で、うまく修正していけるといいと思いますが、担当課とも調整を進めていく必要があります。なのでこの場で確実にとお話するのはちょっと難しくはありますが、今いただいたご意見を踏まえて、何とか実現性の高いもの、文字だけではなくて、いざというときに本当に避難所として機能するようなものにしていかなくてはいけないということは確かですので、そこは何とか取り入れていけるように検討していきたいと思います。
〈会長〉
　ぜひ、ユニバーサルデザインガイドラインがありますから、それを避難所にも当てはめていくということで、かなり改善されるのではないかなとも感じています。
　あるいは、ユニバーサルデザインガイドラインをこの避難所という運営にまで踏み込んでガイドライン整備を広げていくというのも一つの手法だと思います。
〈事務局〉　
ご意見、ありがとうございます。もう１件のフィードバックについてです。
　P53の成果指標のところでもお示ししましたが、ユニバーサルデザイン推進協議会での評価を高めていくという指標を定めておりますし、それぞれの重点事業についての実施状況については、毎年度を目標にご報告させていただく予定ではございます。
　ですので、その場でご意見をいただいて、さらに翌年度に改善をしていく、不十分なところはより力を入れて取り組んでいくという形でやっていきたいと考えておりますので、引き続き、協議会の力を借りていきたいというところでございます。
〈会長〉　
よろしくお願いいたします。というように、ちょっと私は今日限りなんですけれども、皆さん方におかれましては、引き続き、もし何か反映していないこととか何かがありましたら、どんどんその場でご質問いただくのが、今日のようにしていただくのがよろしいかなというふうに思います。
〈委員〉　
すみません、１点だけ。今こういうやり取りをしながら、この事業を探していったんですけれども、なかなか、あの事業は何番だったっけというのが検索しづらいと感じました。例えば事業体系のところに具体的な事業番号を書き込んでいただくとかしていただけると。
　重点事業は重点事業でまとめて記載されていたりするので、番号が飛んだりするのはよく分かっているんですけれども、でも、せっかくこの体系のページがあるんであれば、ページ数なり、事業番号なりを紐づけていただいた方が、ちょっと内容を見やすくなるかなと、今、やり取りして思いました。よかったらご検討ください。
〈会長〉
　これは、私も、今どこをやっているんだろうと検索できないので、推進計画2035自体のユニバーサルデザインをぜひやっていただきたいと意見させてもらいます。
〈事務局〉　
そのようにさせていただきます。
〈会長〉
　それでは、次のご意見をお願いします。
〈委員〉　
　１つは表記についてなんですけど、先ほどのＵＤという書き方ですけど、「ユニバーサルデザインとは」のところに「（ＵＤ）」と書けば済む話ではないかなと思います。どこかに表示されればいいかと思いますけど、この事業計画の中に、ＵＤというのがいっぱい出てくるんですけど、これが全角で書かれているところと半角で書かれているところがすごく混ざっていて気持ち悪くて。あと、ＪＲとかも半角になっていたりするので、これはどちらかに統一した方がいいのかなと思います。数字も２桁になると、多分、半角にされているんだと思うんですけど、１桁なのに半角になっているところとかもあるので、それは統一された方がいいかなと思いました。
　もう一つが、先ほどＵＤチェックするのをお１人の方にお願いしているというお話のところで「当事者の意見を」というお話があったんですけど、何回か前に、「成増にある施設でユニバーサルトイレが２つあるんだけれども、同じ向きで、どちらかがせめて反対になっていれば使えるのに」というお話がありましたよね。私は自分も設計をやっていますけれども、本当に目からうろこで、ユニバーサルデザインとはこういうものだという、基本的なパターンがありますので、そのパターンでやっていればいいと思ってやっていたので、そうか、左右反対にするだけで使いやすさが変わるんだというのは、やっぱりすごく、ここに出てきて一番の収穫でした。
　その後、建築士事務所協会の会議でも、実はこの間、ユニバーサルデザイン推進協議会でこんなお話があってというお話をしたら、やっぱり公共施設だとか、病院だとかをいっぱい設計しているような設計事務所さんもいますが、それでも、皆さん、「ああ、なるほど」と。もうみんなで目からうろこが落ちたような状態があったので、やっぱり当事者の意見を聞くというのは、たとえそれを専門にされて研究されている大学の先生でも、実際に使っている方から聞いたらもしかして思いつかないことがあるかもしれないので、やっぱりそういう意見というのは取り入れていった方がいいんじゃないかなとは思います。ぜひ、実際に作ってみたものが使いやすいかどうかというチェックは、色々な方のご意見を聞くのがいいんじゃないかなと思いました。
〈会長〉
事務局、どうぞ。
〈事務局〉　
事務局です。ありがとうございます。最初にいただきました表記のことで、１桁数字で半角になっているものにつきましては、すぐに直させていただきます。
〈会長〉　
これは私からの質問なんですが、区で何かこういうものを統一する、何か、そういうのをチェックする文書課みたいなのが板橋区にはあるんでしょうかね。そうしたら、そのルールに従えばいいと思いますが。とにかく混在しているとよろしくないというのは、よく分かります。
〈事務局〉
　区で誰かがチェックするというよりも、各課でチェックをすることになっていますが、数字については１桁の数字は全角、２桁以上の数字は半角というルールでやっております。
　アルファベットにつきましては、どちらもあり得ますが、ただそろえるべしというところは間違いないので、そこは私どもの方で、間違いなく修正させていただければと思います。
　また、２番目にいただきました当事者参画につきまして、こちらについても、ＵＤアドバイザーはいるところではあるんですが、今回、特にこの計画において、当事者参画のしくみを取り入れていきたいというところは間違いないところですので、来年度、策定するガイドラインの中で、当事者参画のしくみ、あと、当事者参画を進めていけるようにというところで取り組んでいきたいというところでございます。
〈会長〉　
ありがとうございます。他に、ご質問、ご意見は。どうぞ、お願いします。
〈委員〉　
　感想として、前にあったものと比べて、今は、特に前半は分かりやすく、特に意見はないです。
　一つ、修正の検討をお願いしたいところがあります。ページで言いますと、30ページです。
　めざす将来像のイラストの左の一番下に、「多様な人がまちづくりに参加し、意見を出し合っている」という内容があります。大切な内容だと思っています。
　ただ、ちょっと見ると、どちらかというとハード的な部分のイメージが強いです。ソフトとか、情報、コミュニケーションなどというところが欠けているかと思います。
　これだと、「参加しました、終わり」というイメージです。
　30数年前、「国連・障害者の10年」のスローガンを覚えている方はあまりいらっしゃらないと思いますけど、「完全参加と平等」ということでした。
　最初は「参加と平等」という案でしたが、その案に対して、国連の委員会で、アメリカの聴覚障がい者の委員が意見を出して、「我ら聴覚障がい者は、ただ参加するだけでは意味がない、そこにいるだけでは意味がない。きちんと情報保障があってこそ参加できる、そういうことが分かるスローガンに変えてほしい」という意見が出ました。そこで「完全参加」という言葉に変わったという経緯があります。
　これを見ると、「参加したら終わり」というような印象です。情報保障は障がい者にとってどうなるのか、曖昧です。
　この辺り、「意見を出し合う」の前に「様々な言葉」、その後に「（手話を含む）」と入れていただければいいかなと思います。これは障害者基本法の中にもあります。
　様々な言語の保障をする（手話を含む）、そういうのも聴覚障がい者の権利に書かれています。その言葉も入れていただければ、参加だけじゃなくて、きちんと言語的な保障もするというイメージにつながると思います。すぐには無理かもしれませんが、将来の目標としてあってもいいかと思います。
　そして、先ほどの外国人のことについてもつながるんじゃないかと思います。検討していただきたいと思います。
〈会長〉　
　そう言われて、P30・31ページの絵を見ると、古臭いように感じました。こういう絵を直すというのは、区の職員がちょこちょことやるわけにもいかないので、難しいところはあると思いますが、誰一人取り残さないという観点からすると、結構、取り残しているような図ではあるので、今後、どのようにこれを反映していただけるかとか、そういう視点で結構でございますが、事務局からご意見をいただければと思います。
〈事務局〉
　会長からお話しいただいたように、イラストについては、区の職員では修正できないところがありますので、このままでご了承いただきたいというところです。
　ただ、文言については修正の余地があります。今おっしゃっていただいたご意見の確認なんですが、左下の吹き出しについて、「様々な言葉（手話を含む）で意見を出し合っている」と表記することで改善されるというところでよろしかったでしょうか。
〈会長〉　
いかがでしょうか。
〈委員〉
　解決ができるかどうか分かりませんけど、結論としてイメージしやすいかなと思います。
〈事務局〉　
　ありがとうございます。検討させてください。
〈会長〉　
こういう意見があったということは、非常に今後に対しても重要な示唆となります。私も、たかがイメージイラストかなと、高を括っていたところがあるんですけれども、それではいけなかったかなと思いました。ぜひ引き継いでいただきたいと思います。
　それでは、次のご意見をどうぞ。
〈委員〉
　意見として申し上げますが、また、所管も違うというところで難しいかもしれないんですが、P70「学校施設のユニバーサルデザインの推進」で、もちろん学校の中のトイレはバリアフリーになっていくとは思うんですが、それ以外に、ぜひ、これからの学校の中にはカームダウンのお部屋を作っていただきたいと思っております。
　今、普通学校で、感覚過敏でなかなか通学するのが難しい方もいらっしゃると思います。そういった方が通学できるように、学校にいられるようにというところもあります。
また、多くの学校が避難所として使われるということを考えて、私たちの団体では「災害時に避難所にカームダウンのお部屋をどこかに設置してほしい」と言っているのですが、最初からハード整備の際にカームダウンの部屋があるならそのまま使えますし、あと、そういったお部屋があるんであれば、学校に行きづらいお子さんたちも行きやすくなったりするんではないかなと、ちょっと希望的な観測もあります。ぜひ、そういったことも検討しながら、新しい学校施設づくりをしていっていただきたいなと思いました。
〈会長〉　
ありがとうございます。誠にこの場でご発言いただくのにふさわしい内容かと思います、あまり聞くことがありませんので。
　事務局の方はいかがでしょうか。
〈事務局〉
　カームダウンスペース、カームダウン室の設置について、現状では、学校施設では、例えば空き教室を使う等、そういうやりくりでやっている部分があるということで聞いているところです。
　教育委員会の方も、必要性というところは認識しているとの話は聞いているところではありますので、少しずつ進めていけるかなというところです。引き続き、庁内でも進めていけるように話をしていきたいと考えているところではございます。
〈会長〉　
　では、ちょっと私の意見をかぶせますが、新しい学校づくり課とお話をされるときに、そういうお部屋、もしくは空間をどのくらいの学校で確保しているのかとか、どんな形で確保しているのかというのをぜひ聞いていただいて、私は次回はもういないんですけど、来年度の協議会でちょっとご報告いただけると、それだけでも、この学校づくり課の方が色々と考え始めるきっかけになるのではないかなと思います。これはちょっと私からの意見でございますが。いかがでしょうか。よろしいですか。
〈委員〉　
はい。
〈会長〉　
ありがとうございます。他にございますでしょうか。では、お願いします。
〈委員〉　
　１点、大きな目標として、区の職員のユニバーサルデザインに対しての認知度はかなり上がりましたと、次は、区民の方々ですよね。区民、あるいは区の事業者にユニバーサルデザインを広めていこうというのが、１つ、次の10年の大きな目標なんだと思います。
　色々な事業はあると思いますが、どうやって区民や事業者さんにユニバーサルデザインを広めていくか、あるいは伝えていくか、または自分たちがどう行動を起こすかというところを少し具体的に描いていく必要があると思っています。
　今、ユニバーサルデザインガイドラインは、基本的には区の職員向けのガイドラインになっているんですね。これを、もしかしたら区民や事業者のガイドラインにもなるような形に持っていくという手段もありますし、今のガイドラインをベースとしながら、新たに区民の方に向けたガイドラインを整備していくという考え方もあろうかと思います。
　その辺の、区民の方の認知度アップ、あるいは実際に事業がどんどん広がっていくような形に持っていくためのシナリオなりストーリーをしっかり検討していただきたいと思います。それから、今回の10年計画では、職員の中にリーダーをつくろうという大きな目標がありますが、いずれこれは区民の中にも引っ張ってくれるようなリーダーをつくっていこうという話につながっていくんじゃないかなと私は勝手に想像しています。ガイドラインの在り方も含めて、ぜひ広げる方法を考えていただければいいなと思いました。
　事業を見ていくと、それを区民の方に広げるという大きなテーマで横串を刺したときに、どういうふうにつながるのかなというのが、ちょっと見えづらいところがありましたので、少し意識していただけたらいいなと思います。あとはガイドラインの在り方というのもちょっと検討していただきたいなと思います。
〈会長〉　
では、事務局、いかがでしょうか。
〈事務局〉　
やはり区民の皆様に広げていかないと、その認知度を高めていかないとというところが課題でございます。
　具体的な手法について、指針１(１)「学び」の部分に記載はしてあるものの、中身については検討が不十分なところもございます。来年度ガイドラインを更新していきますので、その辺りも活用しながら、何とか広げていけるように取り組んでまいりたいと思います。
〈委員〉　
ぜひ、よろしくお願いします。
〈会長〉
　ということで、各論につきましては、ある意味憲法的な推進計画よりもガイドラインの方が大事なのかなという感じもしてきましたので、来年度も続ける方はぜひお願いしたいと思います。
　予定時間はとっくに過ぎているんですけれども、それでも、まだご意見があるという方は受けたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。
　何度かご意見をいただいてブラッシュアップしてきましたので、それなりに見れるものがといっては失礼でございますけれども、よいものを作っていただけたのではないかと思います。これが基になって、次のガイドラインでつながると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
　それでは、よろしいですね、皆様方、ありがとうございました。
　本日の議題は以上です。その他に、事務局から何かございましたらお願いします。
〈事務局〉　
委員の皆様におかれましては、長時間にわたるご審議、誠にありがとうございました。
　本日の協議会でご発言できなかったこともあるかと思います。追加のご意見等がございましたら、１月14日（水）までにメールなどで事務局までお寄せいただければ幸いです。
　また、駐車券、駐輪券が必要な方は、会議が終わった後、事務局までお声がけいただければと存じます。
　第12期の皆様の会議は今回で最後の予定であります。福祉部長の丸山からご挨拶をさせていただきます。
〈福祉部長〉　
　本日は、本当にありがとうございました。年始の忙しい時期だと思いますが、活発なご議論をいただきまして誠にありがとうございます。
　先ほど会長からもございましたが、この12期のユニバーサルデザイン推進協議会は、今年の５月31日までが任期でございますが、この年度で会議を行うのは最後ということで、本当にありがとうございました。
　この２年間、本日も含めまして、推進計画2035策定に向けまして積極的に、また、建設的なご意見をいただきまして、本当にありがとうございました。
　今回は、我々は自信を持って出したんですけれども、本日いただいたご意見、これまでの意見も踏まえまして、さらにブラッシュアップしたいと思ってございます。
　また、皆様ご承知のとおり、計画は作って終わりということではございませんので、この計画を着実に実施していきながら、また、先ほど事務局からもありましたけれども、事業実績をご報告させていただいて、そこからさらにブラッシュアップしていければと思っているところでございます。そういう意味でも、私どもも全力で取り組んでまいりますので、引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。
　最後に、長年にわたりましてご尽力いただきました、会長を含め、今回で任期終了となる皆様、本当にありがとうございます。皆様の益々のご活躍とご健勝をお祈り申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。２年間、本当にありがとうございました。
〈会長〉　
　どうもありがとうございました。私自身のことについてはもうお話ししましたので、そういうことで、これをご挨拶に代えさせていただきたいと思います。
　人によっては長きお付き合いだったと思います。これからもどうかよろしくお願いしたいと思います。
　では、これで閉会といたします。本日はありがとうございました。
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